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第１章 計画策定の趣旨等

１－１ 趣旨

全国の自殺者数は平成 10 年頃に急増し全国で 32,000 人を越え、平成 15

年には 34,000 人に達しました。この状況を受け平成 18 年に自殺対策基本法

が施行され、自殺は「個人の問題」ではなく「社会の問題」であると広く認

識されるようになり、国を挙げて自死対策が総合的に推進された結果、自殺

者数の年次推移は徐々に減少傾向に転じましたが、平成 29 年においても

21,000 人を越える状況が続いています。因みに平成 29 年の交通事故死亡者

3,694 人と比較しても異常事態と言わざるをえません。

そうした中、平成 28 年に自殺対策基本法が改正され、市町村は自殺総合対

策大綱及び地域の実情を勘案して地域自殺対策計画を定めるものとされまし

た。

このため、涌谷町としても自殺対策計画を策定し、「生きることの包括的

な支援」として地域全体で自殺対策に取り組み、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない涌谷町」の実現を目指します。

出典：（人口動態統計、警察庁「自殺統計」）
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１－２ 計画の位置付け

本計画は、涌谷町の総合的な自殺対策の方向性と具体的な取組を示すもの

であり、平成28 年に改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総

合対策大綱の趣旨を踏まえて、同法第13 条第２項に定める「市町村自殺対策

計画」として策定するものです。

１－３ 計画の期間

本計画の計画期間は、平成31年度（2019年度）から平成35年度（2023年度）

までの5年間とします。

また、国の政策と連携する必要があることから、国の動向や社会情勢の変

化に配慮し、必要に応じ計画の見直しを行います。

１－４ 計画の数値目標

町の目指す最終的な目標は「誰も自殺に追い込まれることのない涌谷町」

です。その実現に向けては、対策を進める上での具体的な数値目標等を定め

るとともに、それらの取組がどのような効果を挙げているのかといった、取

組の成果と合わせて検証を行っていく必要があります。

国の「自殺総合対策大綱」においては、平成38 年（2026年）までに人口

10 万人当たりの自殺者数（以下「自殺死亡率」という。）を、平成27 年と

比べて30％以上減らし13.0 以下とすることを目標として定めました。

当町では、平成24 年から平成28 年において23人（平均して毎年約4.6人）

が亡くなっているという状況と国の方針を踏まえ、涌谷町の自殺対策計画の

目指すべき目標値として、平成24 年から平成28 年の自殺死亡率26.6を、平

成35年（2023年）までの5 年間で、概ね30％減少の18.6（同3.2人）以下を目

指すこととします。
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第２章 涌谷町における自殺の現状

２－１ 自殺者数の推移

涌谷町における過去５年間（平成24年～28年）の自殺者数は23人で、平均

すると年間4.6人となっており、東日本大震災の翌年の平成24年の10人が最多

でした。

（単位：人）

出典：警察庁「自殺統計」

※自殺死亡率は人口10万人当たりの自殺者数 出典：厚生労働省「地域の自殺の基礎資料」

性別・年齢階級別でみると、男性では20歳代と60歳から70歳代、女性では

30歳代と50歳から60歳代が多く、いずれも全国に比べて割合が高くなってい

ます。20歳未満の自殺者はありません。

出典：警察庁「自殺統計」
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＊全自殺者に占める割合を示す 出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

２－２ 涌谷町におけるリスクが高い対象群

当町の自殺者の5年間の累計について、性別・年齢・職業・同居人の有無に

よる自殺者数や自殺死亡率を比較した上位５区分を見ると、自殺者が最も多

い区分が「男性・60歳以上・無職者・同居」で、次いで「女性・20～39 歳・

無職者・同居」、「男性・60歳以上・有職者・同居」、「女性・60歳以上・

無職者・同居」、「女性・40～59 歳・無職者・同居」と続きます。

地域自殺実態プロファイルでは、60歳以上の男性の自殺者数が多く、その

危機経路は、退職後や事業不振による生活苦と介護疲れからうつ状態を経て

自殺に至るケースがうかがえます。女性ではＤＶによる離婚により生活苦と

育児の悩みからうつ状態となり自殺に追い込まれていくケースがうかがえま

す。

0.0 

13.1 

17.4 

0.0 

21.7 21.7 21.7 

4.4 

0

1

2

3

4

5

6

自
殺
者
数

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上
0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

死
亡
者
数
割
合

年代別自殺者数

（平成24年～平成28年合計/平均）

男(人） 女（人） 涌谷町 宮城県



5

※順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とし

た。

※※「背景にある主な自殺の危機経路」とは、ＮＰＯ法人ライフリンクが行った実態調

査『自殺実態白書2013』を参考にした。

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」

２－３ 自殺者の自殺未遂歴の状況

当町の平成24 年から28 年の5 年間の自殺者のうち、自殺未遂歴のあった

者の割合は26％であり、県や全国の20％と比べて、かなり高くなっています。

これは、自殺で亡くなった町民の約4人に1 人が、亡くなる前に自殺未遂を経

験していたということであり、一般的に自殺対策のうえでハイリスクの対象

とされる自殺未遂者が、涌谷町においては、よりリスクの高い状態にあるこ

とを示しています。

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」

上位５区分
自殺者数

（5年計）
割合 自殺率

背景にある主な自殺の危機

経路※※

1
男性・60歳以上

無職者・同居
4 17.4% 55.7

退職→生活苦＋介護疲れ＋

身体疾患→自殺

2
女性・20～39 歳

無職者・同居
3 13.0% 126.9

ＤＶ等→離婚→生活苦＋育

児の悩み→うつ状態→自殺

3
男性・60歳以上

有職者・同居
3 13.0% 48.4

①【労働者】身体疾患＋介

護疲れ→アルコール依存→

うつ状態→自殺／②【自営

業者】事業不振→借金＋介

護疲れ→うつ状態→自殺

4
女性・60歳以上

無職者・同居
3 13.0% 21.3

身体疾患→病苦→うつ状態

→自殺

5
女性・40～59 歳

無職者・同居
2 8.7% 50.2

近隣関係の悩み＋家族間の

不和→うつ状態→自殺

未遂歴あり 未遂歴なし 不詳

涌谷町 6 (26%) 16 (70%) 1 ( 4%)

宮城県 485 (20%) 1,463 (62%) 418 (18%)

全 国 24,841 (20%) 75,488 (60%) 25,028 (20%)
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第３章 自殺対策の取組

３－１ 自殺対策の基本理念

国の自殺総合対策大綱における自殺総合対策の基本理念では、「誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現を目指す」としており、その基本方針

として自殺対策は「生きることの包括的な支援」として推進するとしていま

す。

当町においても、「いのち ささえあう わくや ～誰も自殺に追い込まれ

ることのない町をめざして～」を基本理念とし、全庁的連携のもと、関係機

関・団体との連携を図りながら、自殺対策を推進していきます。

３－２ 基本施策

当町の自殺実態に基づき、国が定める「全国的に実施されることが望まし

いとされる」取組から以下の５つの施策を展開していきます。

（１） 地域におけるネットワークの強化

自殺対策を推進する上で、地域におけるネットワークを構築することが

大切です。自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他様々な分野

の施策、人々や組織が密に連携する必要があります。「生きることの包括

的な支援」を実施するため、町内の関係団体や社会福祉団体等がそれぞれ

果たすべき役割を明確化・共有化した上で、相互に連携・協力し、自殺対

策はもちろん地域全体を見守る仕組みをし、ネットワークを強化します。

【地域のネットワーク】

行政区長、民生委員・児童委員は、地域の実情を把握し、日常的に地

域の見守りや相談の窓口となっています。また、各地域にきめ細やかに

配置されている健康推進員は健診受診表の配布や健康教室の開催を行う

等、地域住民の顔が見える活動を行っています。要保護児童対策協議会

基本理念

いのち ささえあう わくや

～誰も自殺に追い込まれることのない町をめざして～
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実務者会議の出席者は、課題や問題を抱える子供や保護者に直接接する

機会が多くあります。

このような団体のほか、各地区の自治会や地域福祉会、社会福祉協議

会、消防署、警察署などとも連携を強化し、「わくやＳＯＳネットワー

ク（仮称）」を構築し、連携強化を図っていきます。

また、町内の各種事業所にも協力機関としてネットワークへ参加して

もらうよう働きかけます。

【庁内のネットワーク】

町民の自殺対策は、庁内全体の課題として捉え、総合的かつ効果的に

推進する必要があります。そこで、町長をトップとする庁議を自殺対策

推進本部に位置づけ、各部署の連携強化を図っていきます。

（２）自殺対策を支える人材の育成

自殺の背景となる様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して、早

期の「気づき」が必要です。自殺の危険を示すサインに気づき、対応で

きる人材の育成を図ります。

また、悩みを抱える人の話を聞き、見守りながら必要な相談・支援機

関につなぐ役割を担う「ゲートキーパー」の養成を行います。

【涌谷町職員に対する研修】

町民の窓口対応を行う部署はもちろん、職員全員が自殺の実態を理解

し、気づき役としての視点を持ってもらうため、ゲートキーパー研修を

実施し、人材育成を図ります。（福祉課及び総務課）
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【関係団体に対する研修】

職員以外に町民に接する機会の多い方々にも、自殺に対する気づき役

となってもらうため、機会をとらえゲートキーパー研修の受講を推奨し

ます。（福祉課及び所管課）

団体名 庁内所管課

・涌谷町議会 議会事務局

・商工関係団体 まちづくり推進課

・消費生活相談員

・人権擁護委員

・行政相談員

・行政区長会

・公衆衛生組合長

町民生活課

・健康推進員 健康課

・障害者相談支援事業所

・障害サービス提供各事業所

・基幹相談支援センター

・障害者相談員

・民生委員児童委員

・更生保護司会

・社会福祉協議会

・介護サービス事業所

・要保護児童対策協議会実務者会議

福祉課

・スクールソーシャルワーカー

・わくや子どもの心のケアハウス
教育総務課

・地域婦人会

・老人クラブ連合会

・社会を明るくする運動関係者

・すばらしい涌谷を創る協議会

・青少年健全育成事業関係者

・青少年のための涌谷町民会議

・芸術文化協会

・スポーツ少年団関係者

・体育協会

・文化財保護関係者

生涯学習課
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（３）町民への啓発と周知

自殺に対する誤った認識や偏見をなくし、命や暮らしの危機に陥った

場合に、誰かに助けを求めることが大切であるということが社会全体の

共通認識になるように、自殺対策に関する取組の普及啓発を行います。

また、心の健康に関する相談窓口のほか、人権相談など様々な相談窓

口について周知します。

【計画の周知】

懇談会の場や広報、ホームページを利用し、自殺対策計画について、

町民へ周知、啓発します。（企画財政課）

【研修会等の機会を利用した啓発】

各団体、サークル等の活動の機会をとらえ、自殺対策関連テーマでの

研修会開催を推奨します。（生涯学習課）

【リーフレット配布や事業を活用した啓発】

認定農業者研修会や新規就農者促進研修会等で配布する資料の中に、

自殺対策関連資料を掲載し周知します。（農業委員会）

町内各事業所で行う、働き盛り世代の健康づくり教育の場で、ストレ

ス問題や睡眠問題をテーマに取り上げ、セルフコントロールの方法や相

談先を周知します。（健康課）

障害者自立支援協議会で作成する、障害者や家族に向けたガイドブッ

クに、生きる支援に関する相談窓口情報を掲載するよう依頼します。

また、認知症サポーター養成講座内でも自殺に関する相談先一覧を掲

載したリーフレットを配布します。（福祉課）

成人式をはじめとした各事業の参加者に、自殺に関する相談先一覧

等を掲載したリーフレットやチラシを配布します。（生涯学習課）

（４） 生きることの促進要因への支援

自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの促進要因（自

殺に対する保護要因）」よりも「生きることの阻害要因（自殺のリス

ク要因）」が上回った時です。そこで、「生きるための阻害要因」を

減らすための取組だけでなく、「生きることの促進要因」を増やすた

めの取組を合わせて行うことにより、自殺リスクを低下させる必要が

あります。

こうした点を踏まえて、「生きることの促進要因」強化につながる
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さまざまな取組を進めます。

【生活困窮者等に対する支援】

生活困窮や無職、失業状態にある方は、経済的な問題だけでなく、

心身の健康や子育て、介護、配偶者からの暴力などの家族との人間関

係、ひきこもりなど様々な問題を抱えていることが考えられます。

各関係機関で連携を図りながら相談対応し、問題解決に向けた支援

策を行います。（税務課、健康課、福祉課、建設課、上下水道課）

【妊婦・乳幼児の養育者等への支援】

妊婦、母親の不安を解消するため、訪問や各種健診事業の機会に、

心身状態、精神発達など育児全般にわたる相談対応を行い、関係機関

につなぎます。（健康課）

【障害者の家族に対する支援】

介護疲れによる自殺リスクを軽減するため、障害者（児）を一時的

に預かる日中一時支援事業等の福祉サービスを継続します。

また、様々な困りごとや課題の解決に向けて、基幹相談支援センタ

ーを案内します。（福祉課）

【就業者への支援】

働き盛り世代には、ストレス問題や睡眠問題を教育テーマに取り入

れ、セルフコントロールの方法や相談先の情報を案内します。（健康

課）

農業者へ農業資金制度事業、農地集積・集約化対策事業補助金、経

営所得安定対策等推進事業に関するリーフレットの配布や相談窓口の

開設、新規就農希望者の就労先の提供を行い、農業経営全般に関する

支援を行います。（農林振興課）

農地、農家に関連する問題や困りごとを農家相談日や事務局において

相談を受け、問題解決に向け支援します。（農業委員会事務局）

また、就労を希望している方には、ハローワークや宮城県北部自立相

談支援センターひありんくなどの相談窓口を案内します。（まちづく

り推進課、福祉課）

自殺対策の支援者となる職員自身が心身共に健康でなければ、町民

の生命の安心と安全は守れません。毎年行うストレスチェックにおけ

る高ストレス者に対する面談、県や共済組合が実施するメンタルヘル
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ス研修等への参加を促し、職員への支援を図ります。（総務課）

【児童・生徒、保護者に対する支援】

子育てや家庭についての悩み事相談を、保健師や相談員が電話や面

談により行います。（福祉課子育て支援室）

わくや子どもの心のケアハウスにおいて、様々な心の問題に起因し

た不登校児童・生徒のために、個々の状態に応じた学習サポートを行

い、学校復帰へのきっかけづくりをするほか、児童・生徒本人やその

保護者からの相談も行い、メンタル面の支援も行います。

また、社会福祉等の専門的知識を有するスクールソーシャルワーカ

ーによる相談支援を行い、関係機関との情報共有や連携を図り、包括

的な支援を行います。（教育総務課）

青少年相談室では、巡回指導や広報啓発活動を継続的に実施します。

（生涯学習課）

【その他の支援】

町内の公園、史跡や公共施設、道路橋の下、奥まった山道等、一般

通行者の死角となる場所の整備を行い、定期的な巡回を行い、気にな

る人がいれば声がけや関係機関への通報を行います。（建設課、生涯

学習課）

（５） 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

若年層が自殺に追い込まれないために、抱えた悩みや問題が深刻化す

る前に必要な支援につなげる取組が求められます。平成２８年に改正さ

れた自殺対策基本法第１７条第３項において明文化されている「ＳＯＳ

の出し方に関する教育」は、平成２９年に閣議決定された新たな自殺総

合対策大綱の重点施策の一つとしても位置付けられています。

困難やストレスに直面した児童・生徒が助けを求める声をあげられ

ることを目指し「ＳＯＳの出し方に関する教育」を実施します。
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【学校関係者への啓発】

児童生徒向けのＳＯＳの出し方に関する教育について、国及び県の

通知や資料を活用し周知します。また、関係団体が開催する研修会へ

の参加を促します。

校長会や養護教諭部会、夏季教員研修会等において、ＳＯＳの出し

方に関する教育の情報や参考資料を提供する等啓発に努めます。（教

育総務課）

【子供とかかわる地域支援者への啓発】

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心のケアハウ

ス関係者、児童委員、放課後児童支援員、青少年相談室担当者、スポー

ツ少年団関係者等が、ＳＯＳの受け手となれるよう「ＳＯＳの出し方に

関する教育」の取組について情報発信を行えるように努めます。（教育

総務課、福祉課子育て支援室、生涯学習課）

【相談窓口の周知】

児童生徒からの悩みや相談を広く受けとめることができるよう、「24

時間子供SOSダイヤル」や「チャイルドライン」などの相談窓口の周知

を行います。

自殺対策基本法第１７条第３項

学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関

係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人が

かけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについて

の意識の涵養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受け

た場合における対処の仕方を身に付けるなどのための教育又は啓発その他

当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行

うよう努めるものとする。
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３－３ 重点施策

全国的に高齢化が進行している状況ですが、涌谷町においても総人口が減

少する中で、高齢者数が増加しており、平成24年時点で27.8％だった高齢化

率は、平成29年には33.7％まで上昇しており、今後も上昇傾向が続くものと

予想されます。

出典：高齢者福祉計画・第7 期介護保険事業計画

国が作成した当町の「地域自殺実態プロファイル」においては、60歳以上

の男性に自殺者が多い傾向が示されていることから、町として特に深刻な問

題ととらえ、重点的に対策を施すべきと考えられます。

過去5 年間において自殺で亡くなった23人のうち、7人が60 歳以上男性で

あり、今後、高齢化がさらに進むにつれて、家族や地域との関係の希薄化に

より、社会的に孤立する高齢者が一層増加するおそれがあります。

高齢者の社会的な孤立は、本人の生きがいの喪失につながるとともに、さ

まざまな問題を抱えたときに誰にも相談できず、自殺リスクが高まると考え

られることから、町の重点課題として取り組みます。
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孤立状態にある高齢者は早期に必要な支援につなげることが重要です。ま

た、老人クラブ連合会、民生児童委員や社会福祉協議会等との連携のもと、

高齢者向けの啓発活動の推進及び家族を含む支援関係者の自殺対策に関する

知識の向上を図ります。

（１）自殺リスク高齢者の早期発見

・高齢者の自殺の背景には、社会的孤立につながる慢性疾患による継続的

な身体的苦痛や将来への不安、身体機能の低下に伴う社会や家庭での役割

の喪失感、近親者の喪失体験、介護疲れなどによるうつ病等が考えられま

す。高齢者の多くはが何らかの身体機能の低下により内科などのかかりつ

け医を受診していることから、医療機関でのうつ病の早期発見と対応が自

殺リスク高齢者の早期発見につながることから、医療機関等との連携を強

化します。

（２）高齢者の社会的孤立の防止

60歳以上の高齢者の自殺者のなかで、家族などと同居して暮らしている

割合は約6割です。同居人がいることによる安心感がある一方、同居人へ

の精神的負担感、家族などとの死別による喪失感や孤立感からうつや引

きこもりに至る場合もあり、高齢者の生きがいづくりや、地域社会にお

ける居場所づくりが必要です。

・生きがいづくりでは、閉じこもりがちな高齢者に対し、趣味や地域活動等

への関心を高めるお茶っこ飲み会や介護予防教室などの多岐にわたるサ

ロン活動の開催を支援し、定期的に外出できる機会の提供を行います。

・居場所づくりでは、生活支援コーディネーターと連携した地域支え合い活

動による地域づくりを推進します。社会福祉協議会と連携しひとり暮らし

高齢者や高齢者世帯宅への定期的な訪問を実施したり、定期的に集うこと

ができる居場所づくりの場の提供を実施します。

（３）高齢者への啓発

・老人クラブ連合会で自殺対策に関連する研修会の開催を要請します。

・各行政区の健康教室や介護予防教室の際に生きる支援に関するテーマを

取り上げます。

・介護を行う家族の精神的負担の軽減を図るため、家庭介護に携わってい

る皆さんの介護家族の会への入会案内や交流事業などの支援を行います。

・身近な地域のコミュニティーにおいてうつ予防や自殺予防の話し合いの

機会を設定し、悩みを抱える高齢者がつらい気持ちを相談できるよう、
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声がけ、見守りのできる地域づくりを進めます。

（４）支援者への啓発

・ケアマネジャーや介護保険施設等の職員を対象にゲートキーパー研修を

実施します。

・民生委員児童委員による、ひとり暮らし高齢者等要援護世帯への支援や

相談を行います。また、その支援内容の充実に向けゲートキーパー研修等、

各種研修会への参加を推進します。
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第４章 自殺対策の推進体制等

４－１ 涌谷町自殺対策推進本部

町長をトップとした全所属長で構成される「涌谷町自殺対策推進本部」を

組織し、涌谷町役場全庁を挙げて横断的な自殺対策に取り組んでいきます。

４－２ 涌谷町自殺対策推進委員会

涌谷町自殺対策計画庁内検討委員会を涌谷町自殺対策推進委員会に移行

し、計画の進捗管理を行います。

４－３ わくやＳＯＳネットワーク

涌谷町自殺対策推進本部を核として、遠田警察署、遠田消防署、保健、福

祉、職域等、町内外の幅広い関係機関や団体で構成し、自殺対策だけでなく、

地域全体の見守りを行うネットワークの構築に取り組みます。

４－４ 自殺対策の担当課

本計画の担当課（計画策定事務局）は、福祉課福祉班・包括支援班としま

　

自殺対策推進

本部

自殺対策推進

委員会

警察署

消防署

社会福祉
協議会

健康推進員
協議会

行政

区長会

その他

関係機関

介護保
険事業
所

要保護児
童対策協
議会

民生委員

児童委員

協議会

医療機関
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Plan（計画）
涌谷町自殺対策計画

庁内検討委員会

Do（実行）
庁内担当課・関

係機関

Ceck（検証）
涌谷町自殺対策推進

委員会

Act（改善）
庁内担当課・関

係機関

す。

４－５ 検証と評価

本計画では、自殺者総数のほか、「誰も自殺に追い込まれることのない社

会」の実現に向けて、重点的に行う支援や取組において目指す姿を指標とし

て設定します。

本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルにより、涌谷町自殺対策

推進委員会が、関係機関と連携を図りながら、進捗状況の検証･評価を行い、

必要に応じて取組状況を改善し、継続的に自殺対策を展開します。

（イメージ図）

指 標 現 状
目標値 平成35年度

（2023年度）

自殺者数（死亡率）
平成24年～平成28年

23人
30％減少

わくやＳＯＳネットワークの構築 未構築 構築

町民向けゲートキーパー養成数 － 延べ270人

町職員向けゲートキーパー養成数 １２人 全職員の50％以上

広報・ホームページでの啓発 － 年１回

啓発パンフレット・リーフレット

作成
－ 製作・配布

学校関係者への周知・啓発 － 年１回
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第５章 参考資料

５－１ 自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号）

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移

している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、

これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基

本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対

策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の

防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で

生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない

個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮ら

すことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支

えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨とし

て、実施されなければならない。

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その

背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されな

ければならない。

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを

踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよ

うにしなければならない。

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した

後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策とし

て実施されなければならない。

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連

携が図られ、総合的に実施されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺

対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当

該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言

その他の援助を行うものとする。

（事業主の責務）

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、

その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。

（国民の責務）

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理

解と関心を深めるよう努めるものとする。

（国民の理解の増進）

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関す

る国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自

殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設

ける。

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月と

する。

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するも

のとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展

開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業

その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

（関係者の連携協力）

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法

律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚

部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行

う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、

相互に連携を図りながら協力するものとする。
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（名誉及び生活の平穏への配慮）

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者

の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害す

ることのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。

（年次報告）

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策

に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等

（自殺総合対策大綱）

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な

自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大

綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道

府県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府

県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を

勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において

「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該

地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取

組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に

充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令

で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

第三章 基本的施策
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（調査研究等の推進及び体制の整備）

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資する

ため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に

応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進に

ついての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策

について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行う

ものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための

体制の整備を行うものとする。

（人材の確保等）

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図

りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず

るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の

保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員

等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を

講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ず

るに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな

らない。

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者

との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえの

ない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資

する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の

仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生

徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより

自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神

疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において

「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療

が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階に
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おける当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医

師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に

係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関

係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。

（自殺発生回避のための体制の整備等）

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相

談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実

に必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、

自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者

の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な

支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親

族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要

な施策を講ずるものとする。

第四章 自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」と

いう。）を置く。

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び

自殺対策の実施を推進すること。

（会議の組織等）

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
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２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、

内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

４ 会議に、幹事を置く。

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で

定める。

（必要な組織の整備）

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必

要な組織の整備を図るものとする。

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。
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５－３ 涌谷町自殺対策推進本部設置要綱

（設置）

第１条 庁内全課が連携の上、所管する関係機関及び関係する団体等（以下「関係機関等」と

いう。）と自殺予防対策事業の推進に協調して取り組むため、涌谷町自殺対策推進本部（以

下「本部」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

（１） 自殺対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

（２） 自殺対策に係る業務の総合調整に関すること。

（３） 前２号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要な事項に関すること。

（組織）

第３条 本部は、涌谷町庁議をもってこれに充てる。

２ 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

３ 本部長は、町長の職にある者をもって充てる。

４ 副本部長は、副町長の職にある者をもって充てる。

５ 本部員は、前２項に定める者を除く庁議構成員とする。

（任務）

第４条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 本部は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

２ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、説明及び意見を求め

ることができる。

（庶務）

第６条 本部の庶務は、福祉課において処理する。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成３０年７月３０日から施行する。



１　地域におけるネットワークの強化

事業名 事業概要 担当課 担当班

行政区長会 　町執行部等の指示する事項の示達、調査、報告を
し、町政の円滑な浸透を図る。また、区域内の実情を
常に把握し、住民の融和を図り、町政発展の基盤とし
ての行政の向上に努め、住民の総合的意見を具申
し、改善を要望する。

町民生活課 町民生活班

保健、医療、介護、福祉との
連携強化
(地域医療連携の充実・拡充)

　医療と福祉の相談窓口設置により、各部門と十分に
連携しながら患者及び家族等に対する療養支援体制
を確立する。

地域医療連携
室

地域医療連携
室

健康推進員協議会 　地域における健康づくりの担い手である健康推進員
が、研修や地域における健康づくり活動の実践するこ
とで、生活習慣病の予防、延いては健康寿命の延伸
を目指すもの。

健康課 健康づくり班

障害者福祉事業 　障害者（児）に対する福祉サービスの給付、医療費
等の助成・補助等を行う。
　障害者（児）に日常生活用具、補装具等を支給、補
助する。

福祉課 福祉班

避難行動要支援者名簿（マッ
プ）作成事業

　災害時に要支援者の把握。行政区長、民生・児童委
員、地域福祉委員、自主防災組織代表者が作成し、
年１回改定を行う。

福祉課 福祉班

民生委員児童委員、更生保
護司に関する事業

　地域の相談・支援に関すること。
　地域の保護司会の健全な運営を図るために負担金
を支出

福祉課 福祉班

社会福祉団体に関する事業 　社会福祉協議会への各種事業委託 福祉課 福祉班

地域包括支援センターの運
営

　介護予防支援及び包括的支援事業（①介護予防ケ
アマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁
護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）
で、制度横断的な連携ネットワークを構築して実施

福祉課 包括支援班

要対協実務者会議 　要対協実務者会議の運営 子育て支援室 子育て支援室

５－４　生きる支援関連施策一覧

「生きる」支援実施内容
＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

　日常的な見守り、相談を通して、自殺リスクの高い方の早期
発見、早期解決につなげていきます。

　医療ソーシャルワーカーを活用し、障がい者、高齢者、家族
が置かれた環境に働きかけたり、関係機関等とのネットワーク
を組んだ包括的な支援方法を用いて、課題解決への対応を図
ります。

　研修の中に自殺対策の視点を入れ込むことで、自殺のリスク
等のポイントを知り、見守りし合う地域の育成、早期発見や早
期に適切な支援先へつなげていきます。

　相談支援事業所、サービス提供事業所等と連携を取りなが
ら障害者（児）と介護者の状況の見守り、問題の早期発見を行
います。

　マップ作成段階で気になる方の情報を把握し、適切な支援窓
口へつないでもらいます。

　相談者が問題を抱えている場合は、適切な支援窓口につな
いでもらいます。

　利用者の抱える問題を早期発見することが期待できるので、
適切な支援窓口を案内してもらいます。

　高齢者や障がい者が抱える虐待や生活困窮など自殺リスク
の高い方の情報等を把握し、ケア会議等で共有していきます。
　特に高齢者の支援に当たる関係者の連携を強化するため、
地域におけるセーフティネットの確立に向けた体制づくりを進
めていきます。

　要対協実務者会議への出席者は、課題や問題を抱えている
子供や保護者に直接抱えあることが多いため 、早期に変化に
気づくき、関係機関へのつなぎ役として役割を担います。
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２　自殺対策を支える人材の育成

事業名 事業概要 担当課 担当班

議会（議員）活動 住民全体の福祉の向上及び地域社会の発展を目指
 す。

議会事務局 総務班

商工会事業に対する補助な
ど
町中小企業振興資金保証料
の補助
町中小企業振興資金利子の
補助

・町の商工業発展のため、商工会が行う事業への助
成及び地域経済の担い手である中小企業者等への
経営指導等に対し補助を行う。
・町内中小企業が、経営の安定のため資金を金融機
関から借りる場合、宮城県信用保証協会からの保証
を受ける必要があります。その保証料の全額を補助
する。
・町内中小企業が、経営の安定のための資金を金融
機関から借りる場合、利子の一部を補助する。

まちづくり推進
課

商工観光班

町税等の賦課と納税 　町民税や固定資産税などの税や、介護保険料等の
賦課を行うため情報等の収集、適正な賦課を行う。ま
た、滞納者に対しては財産調査を行い、滞納整理を
実施 。財産調査において担税能力がない場合には滞
納処分の執行停止を行う。

税務課 税務班
納税班

消費生活相談事業 　消費者被害の防止のために啓発活動、消費生活相
談員のレベルアップのための研修参加、県や圏域市
町との連携を行っている。
　毎週月・木曜日に相談を受けている。

町民生活課 町民生活班

人権相談事業 　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、人権相
談や、人権啓発活動を行っている。無報酬で活動して
いる。

町民生活課 町民生活班

行政相談事業 　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政
サービスに関する苦情や行政に関する問い合わせな
どの相談を受け付け、解決のための助言等を行って
いる。

町民生活課 町民生活班

行政区長会 　町執行部等の指示する事項の示達、調査、報告を
し、町政の円滑な浸透を図る。また、区域内の実情を
常に把握し、住民の融和を図り、町政発展の基盤とし
ての行政の向上に努め、住民の総合的意見を具申
し、改善を要望する。

町民生活課 町民生活班

「生きる」支援実施内容
＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

　住民と接する機会の多い議員に自殺に対する気づき役と
なってもらうため、ゲートキーパー研修受講を推奨します。

　商工関係団体に対し、会員企業の研修（特に新任と管理職
対象）に自殺対策に関する講義を導入するよう働きかけます。

　納税相談を行い、確実な納税を求めるが、生活困窮を含め
た生活上の様々な問題に早期に気づき、支援につなげるた
め、職員に対してゲートキーパー研修の受講を推奨します。

 相談員にゲートキーパー研修を受講してもらうことによって、
連携する必要のある部署につなげることができます。
また、担当職員にもゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　相談員にゲートキーパー研修を受講してもらうことによって、
連携する必要のある部署につなげることができます。
　また、担当職員にもゲートキーパー研修の受講を推奨しま
 す。

 　相談員にゲートキーパー研修を受講してもらうことによって、
連携する必要のある部署につなげることができます。
　また、担当職員にもゲートキーパー研修の受講を推奨しま
 す。

　ゲートキーパー研修受講を推奨します。また、担当職員にも
ゲートキーパー研修の受講を推奨します。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

公衆衛生組合 　衛生組合の自主活動の助長と町の公衆衛生事業と
の連絡調整を図り、環境衛生の改善と保健衛生の向
上に努める。

町民生活課 町民生活班

国民年金
免除等申請

　国民年金は２０歳以上６０歳未満の人が加入する義
務がある。会社等を退職した場合は厚生年金から国
民年金への変更手続きが必要となっている。保険料
の免除や納付の猶予の制度もある。

町民生活課 町民生活班

総合窓口業務 　総合窓口として庁舎内等の案内を行っている。 町民生活課 総合窓口班

地域包括医療・ケアの推進 　地域住民に信頼され、安心・安全を提供する地域医
療の担い手となる。また、地域包括ケアシステム構築
に向けた、中核的な医療機関として、質の高い医療
サービスの提供と院内環境の整備を行う。

地域医療連携
室

地域医療連携
室

母子健康手帳交付
新生児訪問
各種乳幼児健診

　母子健康手帳交付や新生児訪問、乳幼児健診等、
妊婦や母子の心身の健康、子育てを支援する各種事
業を実施

健康課 健康づくり班

健康推進員協議会研修 　地域における健康づくりの担い手である健康推進員
が、研修や地域における健康づくり活動の実践をする
ことで、生活習慣病の予防、延いては健康寿命の延
伸を目指すもの。

健康課 健康づくり班

障害者福祉事業 　障害者（児）に対する福祉サービスの給付、医療費
等の助成・補助等を行う。
　障害者（児）に日常生活用具、補装具等を支給、補
助する。

福祉課 福祉班

障害者緊急一時保護事業 　災害、介護者の急病等により在宅での介護を受けら
れない障害者、養護者からの虐待を受けた障害者
（児）を一時保護するもの。

福祉課 福祉班

基幹相談支援センター事業 　共生の森へ事業委託。障害者相談員が、障害者
（児）や家族等の悩みや疑問に対応

福祉課 福祉班

避難行動要支援者名簿作成
事業

　災害時に要支援者の把握。行政区長、民生・児童委
員、地域福祉委員、自主防災組織代表者が作成し、
年１回改定を行う。

福祉課 福祉班

　衛生組合長にゴミ出しの状況から自殺リスク等に気づく視点
を持ってもらうためゲートキーパー研修受講を推奨します。
　また、担当職員にもゲートキーパー研修の受講を推奨しま
 す。

　保険料の免除や減免などの申請の際には収入状況等を調
査することから、気づき役となれるように担当職員にゲート
キーパー研修受講を推奨します。

　どこに相談したらよいか迷っている人が、窓口をたずねてくる
ことも少なくないことから、職員が気づき役としての視点を持つ
ことにつながるゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　自殺リスクの把握と対応について理解が深まり、支援拡充に
つながるよう、病院職員に向けた自殺対策の啓発・ゲートキー
パー研修を行います。

　保健師、管理栄養士、歯科衛生士等、母子保健事業に携わ
るスタッフを対象に自殺リスクや支援のポイントなどに関する
研修受講を推奨します。

　自殺のリスク等のポイントを知り、見守りし合う地域の育成
や、早期発見、早期に適切な支援先へつなぐ等の対応ができ
るように、研修の中に自殺対策の視点を入れます。

　相談支援事業所、サービス提供事業所等と連携を取りなが
ら障害者（児）と介護者の状況の見守り、問題の早期発見を行
えるように、職員にゲートキーパー研修を実施します。

　事業の委託先で対応に当たる職員にゲートキーパー研修受
講を推奨します。

　相談対応に当たる職員に、ゲートキーパー研修受講を推奨し
ます。

　関係者にゲートキーパー研修受講を推奨します。

27



事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

民生委員児童委員、更生保
護司に関する事業

　・地域の相談・支援に関すること
　・地域の保護司会の健全な運営を図るために負担
金支出

福祉課 福祉班

社会福祉団体に関する事業 　社会福祉協議会への各種事業委託 福祉課 福祉班

生活保護に関する事業 　生活困窮者の保護申請にかかる相談、受付 福祉課 福祉班

高齢者等の介護予防 　「長寿お達者教室」のほか、介護予防だけではなく、
引きこもりやうつの予防も兼ねた交流の場として「運
動ひろば」を開催

福祉課 包括支援班

認知症高齢者と家族の支援 　認知症高齢者がいる家族の相談会や研修会を開催
し、介護する家族への支援を行うものです。地域住民
を含めた支援検討会議、もの忘れ相談や認知症カ
フェも開催

福祉課 包括支援班

各介護サービス事業 　介護保険法に規定される介護サービス事業者に対
し、指定等の許可・運営に係る指導・各種情報提供等
 を行う。

福祉課 福祉班
包括支援班

学童保育事業 　就業等により昼間保護者のいない家庭の小学校児
童を放課後及び長期休業中に学童保育所で保育す
 る。

子育て支援室 子育て支援室

保育の実施 　公立・私立の保育園等による保育・育児相談の実施
　保護者による家庭保育が困難な乳幼児の保育に関
する相談

子育て支援室 子育て支援室

保育料の支払出納事務 　保育料の支払出納事務 子育て支援室 子育て支援室

児童手当支給支給事務
（現金支給）

　通常児童手当は、口座振込であるが給食費等の滞
納がある場合、直接現金で手渡し、そこから未払い分
を支払っていただく対応を行っている。

子育て支援室 子育て支援室

要対協実務者会議 　要対協実務者会議 子育て支援室 子育て支援室

児童扶養手当支給事務 　児童扶養手当支給 子育て支援室 子育て支援室

　関係者にゲートキーパー研修受講を推奨します。

　関係者にゲートキーパー研修受講を推奨します。

　保護申請受付等で関わることにより、生活困窮者の自殺リス
クを軽減できる可能性もあるため、担当職員にゲートキーパー
研修を実施します。

　委託先の社会福祉協議会や健康運動指導士に対してゲート
キーパー研修受講を推奨します。

　相談会等運営に関わるサービス事業所や社会福祉協議会
の職員に対してゲートキーパー研修受講を推奨します。

　関係機関と連携し、事業者等に対し、ゲートキーパー研修の
受講を推奨します。

　学童保育所の職員にゲートキーパー研修を受講を推奨しま
 す。

　保育士にゲートキーパー研修を受講を推奨します。

　収納担当の職員にゲートキーパー研修を受講を推奨します。

　収納担当の職員にゲートキーパー研修を受講を推奨します。

　要対協実務者会議参加者にゲートキーパー研修の受講を推
奨します。

　児童扶養手当支給の手続きや現況届提出時など直接接触
する機会があるため、早期に気づき必要な支援へつなげること
ができます。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

特別児童扶養手当支給事務 　特別児童扶養手当支給 子育て支援室 子育て支援室

子育て相談 　子育てや家庭のことについての悩み事を保健師や
相談員が話を聞き、対応する。（電話・来所）

子育て支援室 子育て支援室

公民館等の管理運営 各種団体やサークル活動、会合等の場である公民館
や体育施設等の受付、維持管理を行う。
涌谷公民館（図書室も含む）・涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター・涌谷町勤労福祉センター・涌谷スタジアム・涌谷
町農村環境改善センター・箟岳地区町民体育館

生涯学習課 生涯学習班

涌谷町地域婦人会（生涯学
習促進事業）

地域婦人会への事務局支援事業 生涯学習課 生涯学習班

涌谷町老人クラブ連合会 各地区の老人クラブの活動支援や涌谷町老人クラブ
連合会の事務局支援事業

生涯学習課 生涯学習班

社会を明るくする運動 非行防止のための広報啓発運動の展開と立ち直りの
支援

生涯学習課 生涯学習班

すばらしい涌谷を創る協議会 事務局支援
クリーンボランティア活動の実施
町民のつどい（講演会）の実施

生涯学習課 生涯学習班

青少年健全育成事業 青少年への家族の関わり方や、望ましい家庭環境な
どについて各小中学校ごとに学習会等を開催する。

生涯学習課 生涯学習班

青少年のための涌谷町民会
議

青少年の健全育成の醸成のための諸活動の展開 生涯学習課 生涯学習班

芸術文化協会事業 町民文化祭の開催 生涯学習課 生涯学習班

スポーツ少年団活動 小中学生のスポーツの推進、健全育成の推進事業。 生涯学習課 生涯学習班

体育協会事業 涌谷町内のスポーツ団体を取りまとめ、町民運動会
やクロスカントリー大会などの事業を行う。

生涯学習課 生涯学習班

　特別児童扶養手当支給の手続きや現況届提出時など直接
接触する機会があるため、早期に気づき必要な支援へつなげ
ることができます。

　保護者の子育てや家庭の相談対応をしている保健師や相談
員にゲートキーパー研修を実施します。

　各種団体やサークルへゲートキーパー研修の受講を推奨し
ます。

　会員へゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　会員へゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

文化財保護・調査事業 指定文化財や収蔵文化財の保存管理、埋蔵文化財
の保護、調査
文化財愛護団体、継承団体の活動支援

生涯学習課 文化財保護班

３　住民への啓発と周知

事業名 事業概要 担当課 担当班

議会懇談会 　町民の皆さんに説明責任を果たし、町政の様々な課
題に柔軟に対応するため、議会で議論された内容を
説明するとともに町民と自由に情報交換、意見交換を
行う場として、年２回をめどに開催

議会事務局 総務班

広報発行事業 　月１回の町の広報発行 企画財政課 企画班

認定農業者の育成 　効率的で安定した農業経営を目指した「農業経営改
善計画」を作成し、町がその計画を認定した農業者を
「認定農業者」といい、経営に関する情報提供、農地
の斡旋、低利の資金融通等の支援を行う。

農業委員会事
務局

総務班

新規就農者等の促進 　Ｉターン、Ｕターンを含む新たに農業を営もうとする方
の相談を受け、研修の受け入れ先、運転資金等の情
報提供を行う。

農業委員会事
務局

総務班

涌谷町障害者自立支援協議
会事業

　障害者自立支援協議会運営（ふれあいフェスティバ
ル開催、理解啓発講座開催、ガイドブック作成等）

福祉課 福祉班

認知症サポーターの育成 　認知症に対する正しい理解と知識を持ち、認知症高
齢者やその家族を地域においてあたたかく見守り・支
えていく認知症サポーターの養成講座を開催

福祉課 包括支援班

公民館等の管理運営 各種団体やサークル活動、会合等の場である公民館
や体育施設等の受付、維持管理を行う。
涌谷公民館（図書室も含む）・涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター・涌谷町勤労福祉センター・涌谷スタジアム・涌谷
町農村環境改善センター・箟岳地区町民体育館

生涯学習課 生涯学習班

成人式 成人に達した人を祝う式 生涯学習課 生涯学習班

涌谷町老人クラブ連合会 各地区の老人クラブの活動支援や涌谷町老人クラブ
連合会の事務局支援事業

生涯学習課 生涯学習班

　ゲートキーパー研修の受講を推奨します。

「生きる」支援実施内容
＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

　懇談会において、涌谷町自殺対策計画」について、説明の機
会を設けます。（年２回以上）

　自殺対策事業などを町民に広くお知らせします。

　研修会等で配付する資料の中に、自殺対策関連資料を含め
ることを検討します。

　研修会等で配付する資料の中に、自殺対策関連資料を含め
ることを検討します。

　ガイドブック作成時に、相談先一覧等を掲載します。

　養成講座内で自殺に関する相談先一覧等の掲載されたリー
フレット等を配布します。

　相談先一覧等が掲載されたチラシやリーフレットの設置を行
います。

　成人式参加者に対し相談先一覧等が掲載されたリーフレット
やチラシを配布します。

　相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラシを配布しま
 す。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

社会を明るくする運動 非行防止のための広報啓発運動の展開と立ち直りの
支援。

生涯学習課 生涯学習班

青少年健全育成事業 青少年への家族の関わり方や、望ましい家庭環境な
どについて各小中学校ごとに学習会等を開催する。

生涯学習課 生涯学習班

青少年のための涌谷町民会
議

青少年の健全育成の醸成のための諸活動の展開 生涯学習課 生涯学習班

芸術文化協会事業 町民文化祭の開催 生涯学習課 生涯学習班

スポーツフェスティバル 体育の日にちなみ、スポーツにふれる機会の提供。ス
ポーツの推進事業

生涯学習課 生涯学習班

スポーツ少年団活動 小中学生のスポーツの推進、健全育成の推進事業。 生涯学習課 生涯学習班

体育協会事業 涌谷町内のスポーツ団体を取りまとめ、町民運動会
やクロスカントリー大会などの事業を行う。

生涯学習課 生涯学習班

４　生きることの促進要因への支援

事業名 事業概要 担当課 担当班

福利厚生事業
（職員の健康管理）

　各種健診や研修等への参加等を通じ、職員の健康
や生活、福祉の向上を図る。

総務課 総務班

地域コミュニティ推進事業 地域コミュニティ活動の推進 まちづくり推進
課

まちづくり支援
班

商工会事業に対する補助な
ど
町中小企業振興資金保証料
の補助
町中小企業振興資金利子の
補助

・町の商工業発展のため、商工会が行う事業への助
成及び地域経済の担い手である中小企業者等への
経営指導等に対し補助を行う。
・町内中小企業が、経営の安定のため資金を金融機
関から借りる場合、宮城県信用保証協会からの保証
を受ける必要がある。その保証料の全額を補助する。
・町内中小企業が、経営の安定のための資金を金融
機関から借りる場合、利子の一部を補助する。

まちづくり推進
課

商工観光班

　相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラシを配布しま
 す。

　相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラシを配布しま
 す。

　相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラシを配布しま
 す。

　町民文化祭において、相談先一覧等が掲載されたリーフレッ
トやチラシを配布します。

　参加者に対し相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラ
シを配布します。

　相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラシを配布しま
 す。

　相談先一覧等が掲載されたリーフレットやチラシを配布しま
 す。

「生きる」支援実施内容
＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

　ストレスチェックにおける高ストレス者に対する面談や県・共
済組合などが実施するメンタルヘルス研修等への参加促進を
行うことにより、職員の自殺防止対策を図ります。

　悩みを抱えている人（世帯）をいち早く行政につなげられるよ
うに、自治会長等に働きかけます。

　商工関係団体に対し、会員企業の研修（特に新任と管理職
対象）に自殺対策に関する講義を導入するよう働きかけます。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

農業資金制度事業 　農業経営及び生計の改善に必要な資金を融資す
 る。

農林振興課 農産園芸班

農地集積・集約化対策事業
補助金

　経営転換・離農等により中間管理機構に農地を貸し
付け、かつ、機構から受け手に貸し付けられた場合に
経営転換協力金を交付する。

農林振興課 農産園芸班

経営所得安定対策等推進事
業

　経営所得安定対策事業を推進する地域農業再生協
議会に交付された補助金を、再生協議会において需
給調整の推進を行い農家に交付する。

農林振興課 農産園芸班

農業経営法人化等支援事業 　地域の中心となる経営体の育成・確保のため、農業
経営の法人化を支援する。

農林振興課 農産園芸班

水田転作現地確認 　生産調整政策を目的に、水稲以外の作物に転作し
ているかの現地確認を実施する。

農林振興課 農産園芸班

農家相談 　毎月1回、農業委員3名が農家から相談を受ける。農
地の売買、貸借、農業者年金の他、相続、未登記、農
地に関わる困り事も受け付けている。なお、事務局に
おいて、随時相談を受けている。

農業委員会事
務局

総務班

土木管理に関する事務 　道路、河川の管理に関する事務 建設課 建設班

家賃収納義務 　住宅使用料の収納業務 建設課 都市計画班

公園・児童遊園などの管理及
び設置に関する事務

　公園・児童遊園等の管理に関する事務
　公園施設の維持補修に関する事務
　公園等の整備に関する事務

建設課 都市計画班

公営住宅事務 　公営住宅の管理事務・公募事務 建設課 都市計画班

下水道の普及促進 　下水道の普及促進のための戸別訪問 上下水道課 下水道班

　ﾘｰﾌﾚｯﾄの配付により経営安定・負債整理を目的に利用出来
る資金制度(農業経営負担軽減支援資金等)の周知を図り、定
期的に相談窓口(金融公庫)を設けます。

　制度の内容についてﾘｰﾌﾚｯﾄの配付・広報誌掲載等により周
知を行い、後継者問題、過重労働及び高齢による就農継続困
難な農業者に対し集積を促します。

　経営所得安定対策申請会の際に、技術(普及ｾﾝﾀｰ)・農地(中
間管理機構)・資金(金融公庫)等の相談ブースを設置します。

　設立した法人を対象に雇用の場を確保し、新たに就農を希
望する若者や求職者の就労先を提供し、安定した生計を支援
します。

　過度な荒廃が見受けられる農地について、当該農地耕作者
の経営状況を把握し、必要に応じ訪問サポートを実施します。

　困りごとや相談を聞き、解決に向け支援をします。

　自殺を未然に防止するため、道路橋の下や奥まった山道な
ど、一般通行者の死角となる場所の巡回などを行います。

　収納が滞っている世帯は何らかの問題を複合的に抱えてい
ることが少なくなく、自殺のリスクを抱えている可能性もあるた
め、リスクを抱えた世帯を相談支援先へとつなぎます。

　自殺を未然に防止するため、公園の定期的な清掃と明るく、
周囲から見えやすい環境整備を実施します。

　公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入な
ど、生活面で困難や問題を抱えていることが少なくないため、
自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住民を相談支援先へ
つなぎます。

　訪問時、異常を察知した（できた）場合に自殺対策担当課へ
情報を提供します。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

滞納世帯の分納相談 　支払が困難な世帯の上下水道課窓口における分納
相談

上下水道課 上水道班

介護認定調査 　介護サービスを利用するために申請をすると調査員
が訪問し心身の状況などを面接して調査を実施

健康課 国保介護班

重複多受診者訪問指導 　重複多受診者を訪問指導することにより、被保険者
の健康相談・適正受診の指導を実施

健康課 国保介護班

母子健康手帳交付
新生児訪問
各種乳幼児健診

　母子健康手帳交付や新生児訪問、乳幼児健診等、
妊婦や母子の心身の健康、子育てを支援する各種事
業を実施

健康課 健康づくり班

すくすくわくや子育て相談
(乳幼児発達相談事業）

　心理相談員による精神発達や育児全般にわたる相
談を実施

健康課 健康づくり班

健診未健者への勧奨事業 　健診期間に特定健診を受診していない対象者へ電
話での受診勧奨を行い、受けていない理由などを把
握

健康課 健康づくり班

働き盛り世代の健康づくり事
業

　町内の事業所に出向き、町の健康課題や事業所で
の健康課題をテーマとして健康教育を実施し、健康寿
命の延伸を目指すもの

健康課 健康づくり班

日中一時支援事業 　障害者（児）の日中における一時預かり 福祉課 福祉班

配偶者からの暴力防止対策
事業

　配偶者等からの暴力の相談、被害者の保護 福祉課 福祉班

生活保護に関する事業 　生活困窮者の保護申請にかかる相談、受付 福祉課 福祉班

子育て相談 　子育てや家庭のことについての悩み事を保健師や
相談員が話を聞き、対応する。（電話・来所）

子育て支援室 子育て支援室

　相談者に異常な言動が見られた場合に自殺対策担当課へ
情報を提供します。

　調査員が訪問した際、調査の様子から気になることがあれば
必要な相談機関につなげることができます。

　訪問指導の際に状況の聞き取りと把握を行うことで、自殺の
リスクが高い場合には他機関につなげます。

　面談時に状態を把握し、問題があれば専門機関につなぐ等、
自殺対策を踏まえた対応の強化を図ります。

　子どもの発達に関して専門家が相談に応じることで、母親の
負担や不安感の軽減につなげます。また必要に応じて適切な
支援を提供できるように、関係機関へつなぎます。

　電話での勧奨時、精神的な問題などが原因で受診していな
い方等に、相談場面の情報提供を行います。

　働き盛り世代が抱えがちなストレスの問題や睡眠の問題を健
康教育のテーマに取り入れ、セルフコントロールの方法や相談
先の情報を提供します。

　介護疲れによる自殺リスクを軽減するため、障害者（児）を一
時的に預かり、家族等の休息や介護負担の軽減をし、介護者
への支援を行います。

　配偶者やパートナーからの暴力を受ける経験は、自殺のリス
クを上昇させかねないため、相談の機会の提供を継続して行
います。

　相談を行い、必要に応じて保護申請受付を行います。

　自殺抑止や予防につながる対応を行い、必要に応じ関係機
関へつなぎます。
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事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

公民館等の管理運営 各種団体やサークル活動、会合等の場である公民館
や体育施設等の受付、維持管理を行う。
涌谷公民館（図書室も含む）・涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター・涌谷町勤労福祉センター・涌谷スタジアム・涌谷
町農村環境改善センター・箟岳地区町民体育館

生涯学習課 生涯学習班

涌谷町地域婦人会（生涯学
習促進事業）

地域婦人会への事務局支援事業 生涯学習課 生涯学習班

青少年相談室 青少年に関する相談を受ける。
巡回指導や広報啓発活動を行う。

生涯学習課 生涯学習班

芸術文化協会事業 町民文化祭の開催 生涯学習課 生涯学習班

文化財保護・調査事業 指定文化財や収蔵文化財の保存管理、埋蔵文化財
の保護、調査
文化財愛護団体、継承団体の活動支援

生涯学習課 文化財保護班

５　児童・生徒ＳＯＳの出し方に関する教育

事業名 事業概要 担当課 担当班

スクールカウンセラー事業 　児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識や経験
を有するスクールカウンセラーがカウンセリング等を
行い、児童生徒の心のケアや問題行動等の未然防止
 を図る。
また、教職員や保護者への助言や援助を行う。

教育総務課 教育総務班

スクールソーシャルワーカー
事業

　社会福祉等の専門的な知識を有するスクールソー
シャルワーカーを活用し、さまざまな問題を抱えた児
童生徒に対し、関係機関等と連携しながら福祉の視
点から子ども達の環境を整え、問題解決を図る。

教育総務課 教育総務班

わくや子どもの心のケアハウ
ス事業

　様々な心の問題に起因した不登校生徒児童等のた
めに、個々の状態に応じた学習サポートや適応サ
ポートを通して心の負担軽減を図り、学校復帰への足
がかりとする。また、教育相談等によるメンタル面での
サポートを行う。

教育総務課 教育総務班

　各種団体やサークルへ「自殺対策」をテーマとした研修を検
討します。
　会場利用者への声掛けを行い、支援の必要性を感じた際に
は、関係機関に情報提供します。
　施設内外の巡回、点検を行い、常に人の目がある施設環境
にします。

　会員へ「自殺対策」をテーマにした研修会の実施を働きかけ
ます。

　継続的に実施します。

　会員へ「自殺対策」をテーマにした研修会の実施を働きかけ
ます。

　関係施設内外の巡回、点検を行い、環境整備に努めます。
　各団体に「自殺対策」をテーマにした研修会の実施を働きか
けます。

「生きる」支援実施内容
＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

　相談時に、自殺リスクにつながりかねない家庭状況やその他
の問題に早期に気づき、関係機関の適切な支援へつなげま
 す。

　相談支援、関係機関等と情報共有や連携を図り包括的な支
援を行います。

　ケアハウスのコーディネーター等が、不登校の児童生徒本人
や保護者から相談があった場合に、初期相談等による支援や
スクールソーシャルワーカー及び適切な機関へつなぐ等の対
応を行います。

34



事業名 事業概要 担当課 担当班
「生きる」支援実施内容

＊自殺対策担当課（福祉課）と連携して実施

ジュニアリーダー育成事業 青少年の地域参加促進事業
地域で活動するリーダーの育成を行う。

生涯学習課 生涯学習班

青少年相談室 青少年に関する相談を受ける。
巡回指導や広報啓発活動を行う。

生涯学習課 生涯学習班

　会員（中高生）への研修を検討します。
　会員の状況を把握し、いつでも相談を受けられるよう体制を
整えます。

　継続的に実施します。
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